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１ はじめに 

  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所は、平成１０年に危険物の規制に関

する政令の一部改正、危険物の規制に関する規則の一部改正を経て認められ

ました。ハード面やソフト面に規制をかけることで、顧客に自ら給油等させ

ることを認めています。給油取扱所をセルフ化することで、給油所側は人件

費の削減等が可能になります。顧客は自ら給油する必要はあるものの、燃料

費の単価を低く抑えられること等にメリットがあり、多くの顧客がセルフ給

油取扱所を利用しています。今後、燃料の低燃費化や若者の自動車離れが進

めばさらに給油所の経営は厳しさを増しセフルスタンドは経営困難となり、

結果セルフ給油取扱所の需要がさらに増加することが予想されます。 

  しかし、便利で必要不可欠ではあるものの、セルフ給油取扱所では顧客の

誤操作等による火災事故等が度々発生しています。セルフ給油取扱所で事故

が発生するたびに、過去様々な安全対策が行われ安全を確保すべく法令の改

正を重ねてきました。特にハード面での対策が多く盛り込まれ、セルフ給油

取扱所は安全な施設に変化を遂げています。 

  確かに安全なセルフ給油取扱所を築き上げるために、ハード面の強化は必

要不可欠です。しかし、ハード重視の規制を行うことで問題も出てきます。

ハード頼りになると、セルフ給油取扱所で顧客が自ら確保しなければならな

い安全までハードが行ってくれると勘違いをしてしまうことです。静電気未

除去や給油者の交代による静電気火災は、まさにハードが想定した使用を超

えた人災です。 

  実際に、セルフ給油取扱所では過去５年間（平成１８年から平成２２年）

で２１０件の火災事故等が発生しており、事故の多くは顧客の誤操作等が原

因です。このことを考えると、セルフ給油取扱所で起こる事故を防止するた

めには顧客への指導がカギと考えました。 

  では、これまでに発生した“顧客の関連する事故”は、セルフ給油取扱所
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で起こる事故を未然に防止するために、活用できているのでしょうか。また、

セルフ給油取扱所の事故事例は社会全体で共有できているのでしょうか。 

  本論文では、セルフ給油取扱所の従業員だけでなく、実際に取り扱う顧客

に対して、“失敗事例を提供するとともに、適切な給油方法の共有に向けた

取り組み”について検討しました。  

 

２ セルフ給油取扱所とは 

  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を、セルフ給油取扱所と言います。

危険物の規制に関する政令第１７条第５項において、各給油取扱所の基準を

超える特例を定めることができるとされています。 

  規制緩和の一環ではありますが、消火設備の強化や吹きこぼれ防止対策、

導電性のあるノズルの使用など一部フルスタンドに比べ厳しい規制や指導が

付加されています。 

  許可施設の状況については、総務省消防庁危険物保安室が 「消防の動き 

 ２０１１年１１月号」（資料１）で掲載した、“セルフスタンドにおける安

全な給油について”の資料にあるように、セルフ給油取扱所を除く給油取扱

所は減少傾向にありますが、セルフ給油取扱所はいまだ増加の一途をたどっ

ています。平成２２年危険物規制事務調査では、許可施設数は給油取扱所が

６７，８８９件あり、その内８，５５２件がセルフ給油取扱所となり、全体

の約１２%を占めています。 

 

３ セルフ給油取扱所での事故等 

  総務省消防庁、統計調査系システム危険物に係る事故及びコンビナート等

特別防災区域における事故の報告調査業務（資料２）からセルフ給油取扱所

の事故等を抽出すると、過去５年で２１０件の事故が発生しています。種別

は火災が３９件、流出４０件、破損９６件、爆発１件、その他３４件となっ

ています。 

  発生要因は人的要因が９５件、物的要因は１００件、その他１５件となっ

ており、全体の約４５％が人的要因となっています。人的要因９５件の内、

顧客が関連した火災事故等は誤操作２７件、操作未実施１１件となり、人的
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要因中約４０％を占めています。セルフ給油取扱所で起こる人的要因による

火災事故等は、顧客が深く関連していることがわかります。 

  では、なぜ顧客が関連する事故がこれほど発生しているのでしょうか。 

 

４ 火災事故等発生原因と問題点 

  前３のセルフ給油取扱所での事故等からわかるように、顧客が関係する火

災事故等が多く発生しています。顧客が関連する事故原因は、社会全体で危

険物の危険性が共有できていないことが大きく関係していると考えます。 

  統計データはありませんが、一般の顧客が給油時のリスクを完全に把握し

ているとは考えられません。なぜなら、一般の顧客が危険物に対する知識を

学校教育の中で取得する機会はほとんどないことが関係しているのではない

でしょうか。ガソリンの可燃性蒸気が危険であることは知っていても、静電

気が原因となって給油中にまさか火災が発生するなんて考えてもいない顧客

が多くいることが推測できます。この問題を解決するには、学校教育や社会

生活の中で、危険物の危険性を認識する機会を提供することが重要です。こ

の問題点を解決しない限り、顧客が関連する事故は発生し続けると考えてい

ます。 

 

５ 現在の危険物事故対策 

  これまで実施してきた、危険物施設や顧客への事故対策を見て行きます。 

 ⑴ 事業所向け（主に危険物施設を有する事業所） 

  ・業界団体とアクションプラン等を作成  

  ・危険物安全週間に各種訓練を実施 

  ・立入検査時に指導  

 ⑵ 一般向け 

  ・都道府県や市町村のホームページ、広報誌に危険物に関する情報を掲載 

 

  事業所や一般に向けて各種対策は行ってきましたが、顧客による事故が多

く発生していることを考えると、顧客には十分伝わっていないことは明らか

です。このことから、事業所における危険物の安全管理（給油取扱所の保安
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監督者や勤務者）に限らず、セルフを利用する顧客や、今後利用するであろ

う顧客を含めた対策を検討する必要があります。危険物保安技術協会発刊の

工程別危険性評価方法（セルフ給油所編）では、給油作業を行う顧客の事故

防止は、“顧客のミスを見越した給油取扱所側の一方的な対策（例えば、床

面への散水、給油ノズルの導電性確保、給油の監視等)だけでは不十分であり、

顧客指導も加えた両面からのアプローチが重要である”と記載されており、

施設と顧客を一体とした指導を改めて実施する必要があります。では、実際

に給油を行う顧客は具体的にどのようなリスクを持っているのでしょうか。

今回はアンケート調査を実施し、顧客の実態について確認を行いました。 

 

６ アンケート調査 

  アンケート調査（資料３）対象者は、当本部で実施した防火管理講習受講

者及び管内事業所の方１３３名です。 

  結果（資料４）は１３３名の内、８２％にあたる１１０名の方がセルフ給

油取扱所を利用していることがわかりました。セルフ給油取扱所利用者１１０ 

 名の内、１７％にあたる１９名の方が静電気を除去しておらず、３０％の方

は給油方法を確認せずに給油を実施していることもわかりました。さらに、

１０％の方は静電気を除去せず、給油方法も確認せずに給油を行っていまし

た。 

  また、セルフ給油取扱所利用者の内、３３％の方は給油に何かしらの不安

を感じていることも明らかになりました。 

  セルフ給油取扱所利用者に自動車教習所などでセルフ給油体験があればよ

いか問うと、６９％の方が教習所での給油体験を望んでいることもわかりま

した。 

  アンケート調査のまとめとして、セルフ給油取扱所は給油取扱所全体の内

１２％（平成２２年危険物規制事務調査結果）しかないにも関わらず、利用

状況を見ると約８０％の方がセルフ給油取扱所で給油を行っていることがわ

かりました。セルフ給油取扱所に大きな需要があることを改めて確認できま

した。 

  また、セルフ給油取扱所利用者の多くが静電気除去を実施しておらず、正
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しい給油方法も知らない状態で給油を行っている実態が明らかになりました。 

  さらに、セルフ給油取扱所を多くの方が利用していながら、不安を感じ給

油しておられる方も多くいることが明らかになるとともに、不安を取り除く

ための一案として自動車教習所などで給油体験があればよいと感じている方

が多くいることがわかりました。 

  顧客の失敗による火災事故等は、当然施設の監視不足や施設から顧客への

指導不足が一番の問題です。これまで以上に、消防から施設に対する指導を

強化することも重要です。しかし、何度も繰り返しますが事故対策を検討す

るうえで最も効果的なのは、施設を通した顧客への間接的な指導ではなく、

消防を含めた関係機関が直接顧客に対し指導を行うことだと考えます。事故

事例を把握する消防機関が、顧客が関連する事故を想定外とは言えません。

事例を把握している以上は想定内です。給油取扱所の保安管理体制の指導で

終わらせるのではなく、消防機関が主体となって顧客に指導を実施するべき

だと考えます。 

  アンケート結果や、これまでの指導を踏まえて新たな対策を提案します。 

 

７ 新たな対策 

⑴  自動車教習所で給油体験を義務化 

   現状では、各自動車教習所が教習項目で選ぶことのできる“特別項目”

で任意的に給油体験を選択している教習所があります。特別項目で選択し

ていない教習所は、自動車と給油が密接な関係にあるにも関わらず、給油

に関する行為は指導しなくてもよいことになっています。しかし、アンケ

ート結果からもわかるように、顧客の多くはセルフ給油時に何らかの不安

を抱えていることが明らかになりました。運転免許を取得して間もないド

ライバーだけでなく、ベテランのドライバーでも不安を持っていることは

大きな問題です。不安を抱えながら給油することは、それだけで大きなリ

スクに繋がるのではないでしょうか。運転免許新規取得者（平成２３年度

運転免許統計）のうち約９７％の方が、自動車教習所を修了していること

から考えても、自動車教習所において正しい給油方法や、給油時の注意点

に関する項目を義務化することでドライバーが関連する事故リスクの低減
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への第一歩に繋がると考えました。 

 ⑵ 更新時講習時に給油に起因する事故事例の紹介 

   より多くの顧客を対象とした場を考えると、運転免許の更新時講習が非

常に有効だと考えました。平成２３年版運転免許統計（資料５、６）では、

免状保有者は約８１００万人おり、更新時講習受講者は約１６５０万人に

上りました。これほど多くの方に周知できる場は、他にはないと考えてい

ます。運転免状保有者と給油行為が深い関わりを持つことを考えると、適

切な給油行為やガソリン等の危険性を周知する場として、まさに最適であ

ると考えます。 

   具体的な指導方法は、セルフ給油取扱所での事故事例やガソリンの引火

実験などの映像資料で、視覚的に危険性を訴えることが効果的だと考えま

す。 

 ⑶ 高齢化する顧客への指導 

   高齢化社会へと向かう中で、セルフ給油取扱所を利用する顧客も必然的

に高齢化に向かいます。高齢者による交通事故を減らすために、高齢者安

全運転推進協力者養成事業で、高齢者用テキストなどを作成しています。 

   高齢者安全運転協力者推進事業とは、高齢者交通安全指導員（シルバー

リーダー）のうち、地域の高齢者に影響力のある者等を対象にした高齢者

の安全運転の普及を促進するための講習会を開催し、高齢者に対する安全

運転の学習のために必要な知識を習得させ、その指導力の向上を図ること

により、地域での参加・体験・実践型の高齢者安全運転教育を継続的に推

進する協力者を養成することを目的としています。この事業は高齢者の安

全なカーライフを目的とした事業ですが、給油行為については触れられて

いません。安全なカーライフには安全な給油は必要不可欠です。地域の中

核となる高齢者に給油時の注意点等や、日常の中にある危険物の危険性を

指導することで、高齢化する顧客への指導の足掛かりになればと考えまし

た。この事業は内閣府の所管ではありますが、爆発的に増える高齢者の実

態を考えると、執り行う機関に左右されることなく、早急に連携を行い実

施することが重要だと考えます。 
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 ⑷ 小・中学校における危険物教育の推進 

   これまで述べた対策は、自動車免許を取得された方や、今後免許を取得

される方を対象とした対策を提案しました。しかし、火災予防思想の普及

と同じく幼少期や青年期への危険物に関する知識の普及啓発も重要なポイ

ントです。先にも述べましたが、現在の義務教育の中では危険物が生活の

中にありふれているにも関わらず知識を得る機会は多くはありません。社

会生活の中で危険物を使用せずに生活することは考えられない状況にあり

ます。いかに危険物と上手に付き合うかが重要です。このことを考えると、

やはり学校教育の中で危険物を安全に取り扱うための知識を普及させるこ

とが必要不可欠だと考えます。 

 ⑸ ハード面での対策 

   アンケート結果ではセルフ給油取扱所利用者のうち、静電気除去装置に

触れていない顧客が約２割いる結果となりました。着火原因で上位を占め

るだけに、確実な静電気除去の対策も必要だと感じています。制御卓で監

視していても静電気除去については、触れたかどうかの判断は非常にあい

まいになっているのが現状です。具体的に、静電気除去装置を押下しない

と制御卓で給油許可ができないようなハードの構築も有効だと考えていま

す。しかし、事故事例にもありますが給油途中で給油者が交替すれば静電

気事故は発生するでしょう。フェイルセーフの考えに基づき、さらに対策

を発展し静電気が給油中に検出されれば給油停止となる給油設備の開発も

必要だと考えます。 

 ⑹ その他 

   セルフ給油取扱所と消防機関が連携し、セルフ体験イベントを行うこと

も効果的だと考えます。消防署に自家給油取扱所があるならば、それらを

利用することも可能だと考えます。自動車への給油や、容器への詰め替え

などを体験していただき注意点を直接指導できれば非常に効果的です。現

在、危険物安全週間は事業所への指導や各種講演会が中心となっています

が、顧客に目を向けて、このようなイベントを実施することも有効な事故

対策となるのではないでしょうか。 
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８ 対策のポイント 

  自動車教習所でセルフ給油を体験することや、ガソリンの危険性を教習所

や小・中学校生の早い段階で認識させることは、自ら安全を確保することが

できる顧客の育成に非常に効果的であると考えます。また、更新時講習を利

用して継続的に指導を実施することで、免許を持っている限り半永久的に危

険物に関する知識の普及教育が可能になります。 

  今回提案した対策のポイントは、ホームページやリーフレットといった間

接的な指導ではなく、直接顧客に対し指導を行うことです。 

  我々消防機関や、自動車学校の職員、公安委員会職員が直接顧客に指導を

行うことが事故防止の切り札になると考えています。 

  しかし、自動車教習所や更新時講習、交連者安全運転推進協力者養成事業

の場を利用し、セルフ給油取扱所の事故対策を行うには、関係機関との連携

は不可欠です。セルフの事故対策を追加することで、講習時間等が増加する

ことには大きな抵抗があることでしょう。しかし、誰もが利用する可能性の

あるセルフ給油取扱所での事故を無視することはできません。昨今は、警察

と消防による、大規模災害を想定した訓練が頻繁に実施されています。大規

模災害の対応も当然重要ですが、日常の中にこそ危険があることを忘れては

なりません。セルフ給油取扱所の事故も、まさに日常で起こりうる危険な災

害です。公共の安全を目的とするならば、顧客の安全確保のため、垣根を越

えて事故防止に努めることが使命であると考えます。 

 

９ 事例紹介 

 ⑴ Ｅ鉄道 

  ・自動車教習所に通う生徒を対象に、セルフ体験ツアーを実施。 

  ・教習所では給油について深く触れていないため、教習生からの実施要望

の声があった 

  ・Ｅ鉄道では給油所も経営しているため、自らの給油所で実施し、給油時

の注意点も指導 

  ・ツアー実施後のアンケート調査では、｢体験できてよかった｣｢安心して利

用できる｣との声がある 
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 ⑵ Ｃ自動車学校 

  ・教習の中で給油体験を実施している（特別項目） 

 

１０ おわりに 

   危険物施設の事故対策については、これまでも官民一体となって取り組

んできました。しかし、セルフ給油取扱所が増加する中で顧客への指導が

行き届かないままでは、いずれ大きな事故に繋がると感じ、様々な対策を

提案しました。その具体的な対策として、“自動車教習所での給油体験の

義務化”や“更新時講習時に給油に起因する事故事例の紹介”、“高齢化

する顧客への指導”、“小・中学校における危険物教育の推進”、“ハー

ド面での規制”を提案しました。これらの対策は顧客だけを考えるのでは

なく、今後顧客になる自動車教習所の教習生や高齢化する顧客を含めた、

車社会全体を考えて実施することが本当の意味での対策といえるのではな

いでしょうか。 

   顧客の事故を想定外ととらえるのではなく想定内だと考えて、顧客への

指導責任を我々も深く考える時期に来ていると思います。 

   それらを踏まえた今回の対策は、ソフト面を対策の中心としました。そ

の理由は、私は｢予防の基本は人にある｣と考えているからです。しかし、

これまでの指導を振り返ると、我々の行ってきたセルフ給油取扱所への規

制や指導は、本来は人（顧客）を育てることを優先すべきなのに、安全な

施設をつくる“ものづくり”が中心となっていました。安全な施設をつく

ることは、公共安全の確保から当然重要です。しかし、安全確保の最後の

砦は、機械や躯体ではなく人ということを忘れてはなりません。 

   人という大地をしっかりとつくり、ものづくりによって茎という丈夫な

施設ができ、初めて安全という花が咲くのではないでしょうか。 

   ハードが作り出す安全確保である“ものづくり”を超えて、自ら安全を

確保する考えを持った“人づくり”を行うことが重要であると考えていま

す。顧客の安全確保のため、危険物施設に従事する方だけでなく、危険物

を使用する全ての人の“こころ”に規制をかけることを目指して、今後も

職務に取り組みたいと思います。 
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≪参考資料一覧≫ 

 ・総務省消防庁 消防の動き ２０１１年１１月号 

 ・総務省消防庁 平成２２年危険物規制事務調査 

 ・総務省消防庁 統計調査系システム危険物に係る事故及びコンビナート特

別防災区域における事故の報告調査業務 過去５年分 

 ・警察庁 運転免許統計 平成２３年版 

 ・財団法人全国危険物安全協会 工程別危険性評価方法（チェックリスト方

式）【給油取扱、廃油・排ガス、発電、工程共通】 

 ・内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 高齢者安全運転推進協力者養成

事業 シルバーリーダー用テキスト・高齢者安全運転（講習テキスト） 
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資料１ 出所：消防の動き ２０１１年１１月号 セルフスタンドにおける安

全な給油について 

 

資料２ 出所：総務省消防庁 統計調査系システム危険物に係る事故及びコン

ビナート等特別防災区域における事故の報告調査業務（平成１８年から

平成２２年のセルフ給油取扱所での事故等を抽出） 
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資料３ アンケート調査用紙 

 

このアンケートは、危険物施設の事故防止に役立てるために実施するものです。 

 

年齢  

性別  

 

設問 1 ガソリンスタンドは主にセルフスタンドを利用していますか。 

 

□ はい 

□ いいえ 

セルフスタンドを利用する理由、または利用しない具体的な理由があればご記

入ください 

（                            ） 

 

設問 2 セルフスタンドで給油する際、静電気除去装置がある場合は触れてか

ら給油を行っていますか。 

 

□ はい 

□ いいえ 

触れている理由、または触れていない具体的な理由があればご記入ください 

（                            ） 

 

設問 3 セルフスタンドでは給油する際の使用方法等が貼り出されていること

をご存知ですか。 

 

□ はい 

□ いいえ 
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設問 4 セルフスタンドで給油するうえで不安はありますか 

 

□ はい 

□ いいえ 

具体的な不安事項があればご記入ください 

（                            ） 

 

設問 5 セルフスタンドが増加する中、一案として自動車教習所でセルフの給

油体験があればよいと思いますか 

 

□ はい 

□ いいえ 

具体的な理由があればご記入ください 

（                            ） 

 

                                   

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

                

 

担当 

                愛知郡広域行政組合消防本部 予防課 
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資料４ アンケート調査結果  
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資料５ 出所：警察庁 運転免許統計 平成２３年版 
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資料６ 出所：警察庁 運転免許統計 平成２３年版 
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